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康
で

健
平
成
18
年
度
の
老
人
医
療
の
状
況
を
報
告
し
ま
す

生
き
が
い
の
あ
る
日
々
を

過
ご
し
ま
し
ょ
う

　

75
歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る

方
は
65
歳
）
以
上
の
方
は
、「
老

人
保
健
」
制
度
で
病
院
な
ど
に
か

か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
高
齢
の
方
の
負

担
を
軽
く
し
て
、
安
心
し
て
医
療

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。

　

保
険
証
、
医
療
受
給
者
証
、
健

康
手
帳
を
窓
口
に
提
示
し
ま
す
。

　
　
　

↓

　

診
療
を
受
け
ま
す
。

　
　
　

↓

　

費
用
（
一
部
負
担
金
）
を
支
払

い
ま
す
。

　

老
人
保
健
で
病
院
な
ど
に
か

か
っ
た
と
き
に
支
払
う
一
部
負
担

金
は
、
所
得
に
応
じ
て
１
割
ま
た

は
３
割
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

◉
老
人
保
健
制
度
と
は

◉
病
院
な
ど
に
か
か
る

と
き
は

◉
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
は

 過去３年間の老人医療費支出状況
年度 対象者 受診件数

年間医療費 年間受診者
（件数／人）総額 １人当たり １件当たり

H16 16,281 人 387,598 件 96 億 9,811 万円 59 万 5,670 円 2 万 5,021 円 23.8

H17 15,507 人 373,043 件 95 億　 231 万円 61 万 2,776 円 2 万 5,472 円 24.1

H18 14,738 人 358,833 件 91 億 2,257 万円 61 万 8,983 円 2 万 5,423 円 24.3

平成１８年度収支状況

※赤字分は翌年度、国と県から補填されます。

　

こ
こ
数
年
、
全
国
的
な
高

齢
者
人
口
の
増
加
に
よ
り
医

療
費
が
年
々
増
え
て
い
ま
す
。

　

伊
賀
市
に
お
け
る
老
人
医

療
の
現
状
は
、
下
表
の
と
お

り
で
す
。
平
成
18
年
度
は
、

前
年
度
に
比
べ
る
と
、
平
成

14
年
10
月
か
ら
対
象
年
齢
が

５
歳
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
対
象
者
数
が
減
少

し
て
い
る
た
め
、
医
療
費
総

額
は
わ
ず
か
で
す
が
減
少
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
人

当
た
り
の
医
療
費
は
増
加
し

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　

　

今
後
も
一
人
ひ
と
り
の
心

掛
け
や
、
老
人
保
健
に
対
す

る
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
、

す
べ
て
の
人
が
健
康
で
生
き

が
い
の
あ
る
老
後
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
老
人
保

健
制
度
の
充
実
に
努
め
て
い

き
ま
す
。
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そ
れ
ぞ
れ
の「
医
療
受
給
者
証
」

に
、
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

同
じ
月
内
に
、
下
表
の
限
度
額

を
超
え
て
一
部
負
担
金
を
支
払
っ

た
と
き
は
、
超
え
た
分
の
払
い
戻

し
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
入

院
の
場
合
、
１
カ
月
に
支
払
う
一

部
負
担
金
は
限
度
額
ま
で
と
な
り

ま
す
。

　

高
額
医
療
費
に
該
当
さ
れ
た
方

に
は
、
市
か
ら
支
給
申
請
書
（
振

込
口
座
届
）
を
送
付
し
ま
す
。
一

度
振
込
先
を
指
定
さ
れ
ま
す
と
、

翌
月
以
降
の
高
額
医
療
費
は
自
動

的
に
指
定
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込

ま
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
い
っ
た

ん
全
額
自
己
負
担
し
て
も
ら
い
ま

す
が
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と

自
己
負
担
分
を
除
い
た
分
に
つ
い

て
、
あ
と
か
ら
支
給
を
受
け
ら
れ

ま
す
。

◦
や
む
を
得
ず
保
険
証
な
ど
を
持

参
せ
ず
病
院
な
ど
に
か
か
っ
た
と

き
の
治
療
費
（
海
外
渡
航
中
の
治

療
を
含
む
）

◦
医
師
が
必
要
と
認
め
た
コ
ル

セ
ッ
ト
な
ど
の
補
装
具
代

◦
医
師
が
必
要
と
認
め
た
は
り
、

◉
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
は

灸
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施
術
費

◦
骨
折
や
ね
ん
ざ
な
ど
で
、
保
険

の
取
り
扱
い
を
し
て
い
な
い
柔
道

整
復
師
の
施
術
を
受
け
た
と
き

◦
医
師
の
指
示
に
よ
り
、
転
院
な

ど
の
移
送
に
か
か
っ
た
費
用

　

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変

わ
っ
た
と
き
／
転
居
し
た
と
き
／

転
出
・
転
入
す
る
と
き
／
死
亡
し

た
と
き
／
生
活
保
護
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き

　

届
出
に
は
、
健
康
保
険
証
と
健

康
手
帳
お
よ
び
医
療
受
給
者
証
と

印
鑑
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
交
通
事
故
な
ど
第
３
者

の
行
為
に
よ
り
傷
を
負
っ
た
場
合

で
、
い
っ
た
ん
老
人
保
健
で
受
診

す
る
と
き
は
必
ず
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

　

医
療
費
は
、
皆
さ
ん
が
、
医
療

機
関
の
窓
口
で
支
払
う
分
（
一
部

負
担
金
）
の
ほ
か
に
、
国
保
や
健

康
保
険
か
ら
の
拠
出
金
、国
や
県
、

市
か
ら
の
負
担
金
な
ど
で
ま
か
な

わ
れ
て
い
ま
す
。
国
民
み
ん
な
で

医
療
費
を
出
し
合
っ
て
い
ま
す
の

で
、
老
人
医
療
費
が
増
え
続
け
る

と
み
ん
な
の
負
担
も
大
き
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

◉
あ
と
で
費
用
が

支
給
さ
れ
る
場
合

◉
こ
ん
な
と
き
は
届
出
を

◉
老
人
医
療
費
は
多
く
の

　

人
た
ち
の
協
力
で

　

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す

自己負担限度額
外来

（個人単位）
外来＋入院

（世帯単位）

現役並みの
所得がある人（注１） 44,400 円

80,100 円＋医療費が 267,000 円を
超えた場合は、

その超えた分の１％を加算
（※４回目以降は 44,400 円）

一　般 12,000 円 44,400 円
低所得者Ⅱ（注２）   8,000 円 24,600 円
低所得者Ⅰ（注３） 15,000 円

※は過去12カ月以内に４回以上
高額療養費の支給があった場合
の４回目以降の限度額です。
（注１）現役並みの所得がある
人とは、同一世帯に課税所得が
145万円以上の、７０歳以上の
人または老人保健で医療を受け
る人がいる人をいいます。ただ
し、収入の合計が２人以上の場
合は520万円未満、１人の場合は
383万円未満であると申請した場
合は「一般」の区分と同様にな
り１割負担となります。
（注２）低所得者Ⅱとは世帯主
および世帯員全員が住民税非課
税の人をいいます。
（注３）低所得者Ⅰとは世帯主
および世帯員全員が住民税非課
税で、その所得が必要経費・控
除を差し引いたときに０円とな
る人をいいます。

★平成 20年４月から「後期高齢者医療制度」が始まります★
　国の医療制度改革により、75歳以上（65歳以上で一定の障がいのある方で制度に加入される方を含む）
のすべての方を対象とする独立した高齢者医療制度として新たに後期高齢者医療制度が施行されます。
　平成 20年３月までは、国保や健保組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を
受けますが、平成 20年４月からは新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」の被保険者と
なり保険料を納め、医療を受けます。現在、健保組合などの被扶養者の方も被保険者となります。
　三重県内すべての市町が加入する「三重県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり運営します。

１カ月の自己負担限度額

・重複受診はやめましょう。
・医師を信頼し、指示を守りましょう。
・かかりつけ医を持ちましょう。
・病気の早期発見、早期治療のため定期的に健康診断を受けましょう。
・生活習慣を見直し、日ごろから生活習慣病や骨折などの病気やけが  
　の予防に心がけましょう。

医療費を有効に使いましょう♥ ♥

【問い合わせ】本庁健康保険課医療助成係　☎２２－９６６０
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